






 【要  約】

多胎妊娠における早産予防法は予防的安静入院、予防的頚管縫縮術、予防的子宮収縮抑制

剤投与の三つの方法に大別される。しかし、その有効性については文献上、意見の相違が

みられている。本年度は、早産予防法に関する我が国の現状を調査し、さらに予防的安静

入院の効果について検討を加えた。その結果、双胎および品胎妊娠に関する早産予防に関

しては、各施設で方針が異なることが明らかになった。また、予防的安静入院の効果につ

いて検討を行った結果、妊娠 36 週未満の早産予防に関しては x 二乗片側検定では有意な

差がみられた。また、呼吸障害、頭蓋内出血、新生児死亡などの児の予後については明ら

かに有意な差をみとめた。


